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アンフォーレ開館 10 周年再整備検討業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨  

本実施要領は安城市（以下、「本市」という。）がアンフォーレ開館 10 周年再整

備検討業務（以下、「本業務」という。）を発注するにあたり、柔軟な発想力及び設

計能力を有する受注者を選定することを目的として、公募型プロポーザルを実施

するために必要な事項を定めるものとする。  

  

２ 本業務の概要  

（１）業務名  

アンフォーレ開館 10 周年再整備検討業務委託 

（２）業務場所  

安城市中心市街地拠点施設アンフォーレ本館 

（３）業務内容  

別紙「アンフォーレ開館 10 周年再整備検討業務委託仕様書」（以下、「仕様

書」という。）のとおり  

（４）履行期間  

契約締結日の翌日から令和 7 年 12 月 31 日（水）まで  

（５）委託料上限額（消費税及び地方消費税相当額を含む）  

８，５００，０００円  

  

３ 実施形式  

書類審査とプレゼンテーション審査による公募型プロポーザル方式  

 

４ 提供資料 

   本プロポーザル（以下、「本件」）の実施にあたり参加表明者には必要に応じて

次の図面を提供する。 

（１）アンフォーレ本館１階から４階 平面図（CAD データ） 

（２）アンフォーレ本館１階から４階 展開図（CAD データ） 

   

５ プロポーザルへの参加資格要件  

本件に参加できる者は、次の参加資格要件を満たす者とする。  

（１）法人に関すること  
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ア  地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ていないこと。  

イ  安城市契約規則第５条第３項に基づく入札参加資格者名簿に掲載されてい

ること。  

ウ  公告日から契約締結日までに、安城市から入札参加資格停止措置を受けてい

ないこと。 

エ  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）１７条の規定に基づく更生手続開

始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づ

く再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破   

産手続開始の申立てがなされていないこと。  

オ  公告日から契約締結日までに、「安城市が行う事務及び事業からの暴力団排

除に関する合意書」（平成２４年３月３０日付け安城市長・愛知県安城警察署長

締結）に基づく排除措置を受けていないこと。  

（２）資格・実績に関すること 

ア  一級建築士事務所であること。 

イ 平成２７年度から令和６年度までに官公庁の発注する建築設計業務におい

て、元請としての実績を有すること。   

（３）技術者に関すること  

ア  一級建築士の資格保有者である管理技術者を配置すること。  

 

６ 日程  

  日程は、次のとおりとする。ただし、都合により変更する場合がある。 

日程 項目 

令和７年３月２６日（水） 公告日  

 ２６日（水） 参加表明書等・質問書 受付開始  

 4 月２日（水）  質問書提出期限  

 ４月９日（水）  質問書回答予定日  

 １１日（金）  参加表明書等提出期限  

 １６日（水）  参加資格有無の通知  

 5 月 9 日（金） 企画提案書等提出期限  

５月１４日（水） 企画提案会（プレゼンテーション） 

５月１６日（金） 企画提案会（予備日） 

６月上旬 
プロポーザル結果公表予定 

審査結果通知発送予定 
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７ 参加表明書等の提出  

   本件に参加しようとする者は次のとおり参加表明書等を提出すること。  

（１）提出先 「１５ 各種書類の提出先」のとおり  

（２）提出書類  

ア  参加表明書（様式１）       １部  

イ 類似業務実績一覧（様式２）    １部  

ウ  業務実施体制図（様式３）     １部  

エ  配置予定技術者の経歴等（様式４） １部  

（３）提出期限  

令和７年４月１１日（金）午後５時必着  

理由を問わず、提出期限の延長は行わない。  

（４）提出方法  

以下のいずれかの方法で提出すること。  

なお、発注者は郵送事故等により提出期限までに届かない場合の責任は負わ

ない。  

ア 持参  

受付期間内に提出するものとし、平日の午前８時３０分から午後５時までに

持参すること。  

イ 郵送  

受付期間内に必着するものとし、受付期間内に電話により到着の確認をす  

ること。  

ウ メール  

受付期間内に受信するものとし、受付期間内に電話により到着の確認をす  

ること。  

（５）参加資格有無の確認及び通知  

参加表明書等を提出したすべての事業者に対して、令和７年４月１６日（水）

付でメールにて通知する。  

 

８ 質問の受付及び回答  

本件に関する質問の受付及び回答方法は、次のとおりとする。なお、本実施要

領・仕様書に関する内容以外の質問は受け付けない。  

仕様書詳細協議、契約締結 
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（１）提出先 「１５ 各種書類の提出先」のとおり  

（２）提出書類 質問書（様式５）  

（３）受付期間  

令和 7 年３月２６日（水）午前９時から令和７年４月２日（水）午後５時まで。

また、提出期限については必着とする。  

（４）質問方法  

質問書に必要事項を入力の上、電子メールに添付して提出することとし、電話

での質問には応じないものとする。なお、電子メールを送信した際に、電話連絡

すること。  

（５）回答方法  

質問に対する回答は、質問者の名称等を伏せた上、令和７年４月９日（水）（予

定）までに市公式ウェブサイトに随時掲載する。  

  

９ 企画提案書等の提出  

参加資格確認結果通知書により参加資格有と通知された者は、次のとおり企画 

提案書を提出すること。  

（１）提出先 「１５ 各種書類の提出先」のとおり  

（２）提出書類  

企画提案書は下記のとおり。 

 名称 様式 

1 表紙 様式は任意。ただし、業務名・会社名を明記すること。 

2 企画提案書 ※様式は任意。ただし、以下の要件を満たすこと。 

・両面印刷（カラー）とし、Ａ４判で作成すること。 

 ・ページ数は最大６ページとすること。 

 ・文字サイズは１０．５ポイント以上とする。 

 ・ページ番号を付記すること。 

・その他、提案書には「仕様書」の「２ 業務の目

的」を踏まえた再整備の概要案を記載すること。 

 なお、具体的な再整備の内容は、契約締結後に発

注者と協議の上、必要があれば訂正、追加、削除

等を行い、新たに確定を行うものとする。 

3 概算工事金額 提案における概算工事金額は、50,000 千円（税込み）

を上限額とする。（様式 6 を使用） 

4 本業務見積金額 税抜き（安城市契約規則の様式第２を使用） 
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（３）提出期限  

令和７年５月９日（金）午後５時必着  

理由を問わず、提出期限の延長は行わない。 

（４）提出方法 以下のいずれかの方法で提出すること  

ア 持参  

    受付期間内に提出するものとし、平日の午前８時３０分から午後５時までに

持参すること。  

イ 郵送  

受付期間内に必着するものとし、受付期間内に電話により到着の確認をする

こと。  

（５）提出部数  

      各書類とも紙媒体による原本１部とそのカラーコピー６部の計７部とする。

（１部ずつフラットファイル等に綴じて提出すること）  

 

１０ 企画提案会  

（１）日時  

令和 7 年 5 月１４日（水）  

午前９時から午後５時のうち指定する時間  

（令和７年５月１６日（金）：予備日）  

（２）場所 アンフォーレ本館３階 健康支援室・講座室 

（３）出席者  

説明者は３名以内とし、本業務を実際に行う業務担当者を主とすること。  

（４）発表時間（目安）※実際の時間構成は別途通知する。  

準備        １０分以内  

注意事項       ５分程度  

プレゼンテーション １５分以内  

質疑応答      １５分程度  

片付け        ５分以内  

 

（５）留意事項  

ア  説明は提出書類に記載された内容に限るものとし、説明用のスライドを除く 

追加資料の持込は不可とする。  

イ  質疑に対する応答は、企画提案会内で応答し、持ち帰りは不可とする。  

ウ  スクリーン、プロジェクター及びプロジェクター接続コードは事務局が用意 
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するが、パソコン等のその他機器については、必要に応じて各参加者が用意す 

ること。  

エ  プレゼンテーションについては、スライドを用いて説明しても良いが、説明 

に用いたスライドは、企画提案会後にＣＤ -ＲОМ 等の電子媒体で提出する

ものとする。  

オ 企画提案会は選定委員、事務局職員、関係課オブザーバーを除き非公開で実

施する。 

 

１１ 優先交渉権者の選定  

提出された企画提案書及び企画提案会におけるプレゼンテーションについて、

以下のとおり審査を実施し、優先交渉権者を決定する。  

（１） 審査委員会  

安城市プロポーザル方式試行要領第７条に基づき、選定委員会において審査す

る。 

（２） 審査基準 「別表 評価基準」のとおり  

ア   「別表 評価基準」に基づき、評価項目ごとに選定委員が企画提案書及び企

画提案会の発表内容にて審査を行う。  

イ    企画提案会後の選定委員会にて、各選定委員の「別表 評価基準」の点数の

合計が高い者から順位をつけ、第１位と判定した委員を多く獲得した者を優

先交渉権者、２番目に多く獲得した者を次点者とする。  

ウ    第１位と採点した委員が同数である場合は、その者のうち第２位をより多

く獲得した者を優先交渉権者とする。ただし、第１位の数及び第２位の数が

同数であった場合、各選定委員の合計点を集計した点数が高い者を優先交渉

権者とする。  

エ    第１位及び第２位の数が同数並びに各選定委員の合計点が同点である場

合は、「見積額」の低い者を上位とする。ただし、「見積額」も同一の場合は、

選定委員会の採決により選定する。  

オ    各個別の項目において、著しく低い点数がある場合は、優先交渉権者、次

点者とはならないものとする。  

カ    提案者が１者の場合であっても企画提案会を実施し、獲得した点数の合計

が著しく低い場合又は各項目において著しく低い評価となる場合を除き、当

該提案者を優先交渉権者とする。  

（３）審査結果  

ア   優先交渉権者の決定後、審査結果を提案者に個別メールで通知する。  
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イ   審査結果のメール通知後、市公式ウェブサイトにて結果を公表する。  

ウ   審査経過、及び審査結果に関する質問は受け付けないこととする。  

 

１２ 失格の条件  

以下の条件に該当する場合は失格になることがある。 

（１）提出書類に不備、不足があった場合  

（２）企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合  

（３）企画提案書に虚偽内容が記載されている場合  

（４）企画提案書作成のための本実施要領や仕様書等に示された条件に適合しない

場合  

（５）審査の公平性を害する行為を行った場合  

（６）企画提案にあたり著しく信義に反する行為が認められる場合  

（７）見積金額に消費税を足した額が委託料上限額を上回った場合  

 

 

１３ 契約  

（１）契約内容の詳細については、発注者と受注者（優先交渉権者）により別途協

議の上で決定する。なお、契約内容の解釈で発注者と受注者との間で疑義が生じ

た場合は、発注者と受注者の協議の上で決定する。  

（２）委託契約締結にあたり、発注者と協議の上、新たに仕様書の確定を行うもの

とする。なお、この仕様書の内容は、「仕様書」及び「企画提案書」の内容を基本

とするが、協議の結果、必要があれば訂正、追加、削除等を行うものとする。  

 

１４ その他  

（１）提出書類の作成、提出及びプレゼンテーション等に要する費用は、全て参加

者の負担とする。  

（２）本プロポーザルに係る発注者からの参加報酬はないものとする。  

（３）決定した事業者の提案に係る著作権は発注者に帰属する。  

（４）本プロポーザル実施についての説明会は行わないものとする。  

（５）参加表明書を提出した後、何らかの理由において辞退する場合は、辞退届（任

意様式、市公式ウェブサイト入札の広場の入札契約関係書式集参照）を提出す

るものとする。この提出により、今後の業務において、不利益な扱いを受ける

ことはない。  

（６）提出書類について安城市情報公開条例（平成１２年安城市条例第４９号）第
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６条に基づく開示請求があったときは、一般社員の氏名及び経歴、見積の詳細

な積算内容等、同条例第７条各号に規定する非開示情報を除き、原則としてこ

れを開示することとなるので、非開示としてほしい情報がある場合は、あらか

じめ、非開示としてほしい項目及びその理由を書面で提出すること。ただし、

当該項目及び理由が同条例第７条各号に該当すると認めがたい場合は、開示す

ることがある。  

（７）提出された書類は、返却しないものとする。  

  

１５ 各種書類の提出先  

安城市役所 市民生活部 アンフォーレ課   

  住所：〒 446-8501 安城市御幸本町 504 番地 1  

電話： 0566-76-6111 （休館日は不通のため翌日以降連絡すること） 

ＦＡＸ： 0566-76-0066  

電子メールアドレス： tosyo@city.anjo.lg.jp 


